
 かんぽ生命保険の千田でございます。本日は、かんぽ生命の決算・経営方針
説明会にご参加いただき、ありがとうございます。



 本日は、3部構成でご説明させていただきます。はじめに、上期の振り返りおよび
成長戦略を私千田から、続いて資産運用を専務執行役の立花から、最後に業

績・株主還元を常務執行役の大西から、ご説明させていただきます。

 その後、みなさまからのご質問を頂戴したいと思います。

 それでは、2ページをご覧ください。
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 本日お伝えしたいポイントは、大きく３点ございます。

 第１は、営業の状況についてです。本年4月より、新しいかんぽ営業体制が始動し
たものの、営業の回復ペースはまだまだ緩やかです。

 フロントラインとの対話を通じて一つひとつ課題を把握し、様々な課題の改善に取り

組むことで、今後着実に回復させてまいります。

 第２は、CX/DXについてです。CX/DXの取り組みを本格化させ、お客さまの利便性
の向上と、業務の効率化を進め、効率化により生じた経営資源を強化領域にシフト

させてまいります。

 第３は、資産運用および株主還元についてです。足元の市場環境の変化に対して、

資産運用は慎重に対応しております。キャピタル損と新型コロナウイルス感染症に

係る保険金の支払増加に対しては、内部留保を活用することで、安定的な利益を

確保いたしました。引き続き、利益に応じた安定的な株主還元を行ってまいります。

 それでは、上期の振り返りおよび成長戦略についてご説明いたしますので、4ペー
ジをご覧ください。
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 2023年3月期中間決算について、サマリーをご説明いたします。
 今期は、新型コロナウイルスの感染拡大と、海外金利上昇などの金融市場の変

化により、当社の業績も影響を受けております。これらの影響につきましては、危

険準備金と価格変動準備金により中立化し、中間純利益は業績予想比68%の
482億円と順調な進捗になりました。

 EVは、海外金利上昇に伴う外国債券の含み益の減少等により、前期末から
5.2%減少し、3兆4,297億円となりました。

 今年度の1株当たり配当金は、本年5月にお示ししたとおり、92円を予定しており
ます。

 5ページをご覧ください。
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 新しいかんぽ営業体制の始動について、ご説明いたします。

 本年４月から「新しいかんぽ営業体制」に移行し、当社が直接マネジメントする販

売チャネルが拡大いたしました。

 お客さま宅を訪問するコンサルタントに対して、当社が直接きめ細やかな育成・

指導をすることで、高い専門性やノウハウを持った人材を育成してまいります。

 加えて、郵便局窓口において、グループ一体での総合的な金融サービスを提供

することで、中計最終年度にはリテール部門の販売割合を7割まで引き上げつつ、
販売チャネル全体の営業力を高めていきたいと考えております。

 6ページをご覧ください。

5



 ここでは、リテール部門のうち、コンサルタントが所属するかんぽサービ

ス部の活動状況をお示ししております。

 お客さま担当制を導入した4月以降、お客さまとの面談件数は堅調に推移し
ております。

 一方で、提案数の増加にはまだ十分に結びついておらず、新契約販売件数

は緩やかな増加にとどまっています。

 早急に新しいかんぽ営業体制を定着させ、お客さまへの潜在ニーズの確認、

および、保障のご提案をしっかり行うことで、マーケットの成長を目指し

てまいります。

 7ページをご覧ください。
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 契約の状況について、ご説明いたします。

 新契約は緩やかな増加にとどまっておりますが、消滅契約については計画以上

に抑制が進んでおります。

 今年度は営業目標として「純増実績」を設定しており、9月末現在において、計画
には届いていないものの、計画との乖離幅は徐々に縮小しております。

 引き続き、営業力を高めて新契約の回復、および、既契約の継続に取り組んでま

いります。

 ８ページをご覧ください。
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 本年4月に、新医療特約「もっとその日からプラス」の販売を開始いたしました。
 死亡保障を抑えつつ、手厚い医療保障の提供を開始したことにより、お客さまか

らは大変ご好評をいただいており、販売件数も増加しております。

 新契約年換算保険料のうち、第三分野の占める割合も増加傾向にあり、新契約

価値の向上に今後一層寄与していくものと期待しております。

 9ページをご覧ください。
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 新型コロナウイルス感染症に係る保険金支払の状況について、ご説明いたしま

す。

 当社では、新型コロナウイルスの感染拡大に対し、生命保険会社の使命として、

ご請求いただいた翌営業日に口座着金する即時振込や、専用Webページの導
入等の体制を整備し、迅速な保険金支払に取り組みました。

 今期の新型コロナウイルス感染症に係る保険金支払は、大幅に増加したものの、

入院保険金については、危険準備金および価格変動準備金の超過繰入を一部

縮小することで、当期純利益への影響を中立化しております。

 また、9月26日以降、みなし入院による入院保険金について、支払対象の見直し
を行いました。これにより、入院保険金の支払は今後減少する見通しです。

 10ページをご覧ください。
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 ここからは、今後の成長戦略について、ご説明いたします。

 当社は、「営業力・マーケットの回復」の取組みに加えて、「保険サービスの充実」

により、あらゆる保障ニーズに対応し、顧客基盤の拡大を図ってまいります。

 また、DXの推進により、お客さまの利便性向上を図りつつ、業務の効率化に取り
組み、更には、新サービスを創出することで、保険ビジネスの成長を目指してま

いります。

 これらの詳細については、次のページ以降でご説明いたします。

 11ページをご覧ください。
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 まず、「営業力・マーケットの回復」に向けて、新体制移行後の課題への対応につ

いて、ご説明いたします。

 当社では、新しいかんぽ営業体制への移行過程において、フロントラインとの対

話を何度も重ね、把握した様々な課題を「再編課題」として設定しております。

 主なものとして、お客さま担当制のチーム運営によるサービスレベルの均質化、

募集フローの見直しによる営業時間創出等を通じ、まだ十分にアフターフォロー

やアプローチができていないお客さまへ、活動を拡大してまいります。

 これらに加えて、組織・人事面の改革にも取り組んでいくことで、営業力とマー

ケットの回復につなげてまいります。

 12ページをご覧ください。
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 次に、「保険サービスの充実」に向けた取り組みについてです。

 中期経営計画でお示ししたとおり、あらゆる世代のお客さまニーズにお応えし、

世代をつなぐ、かんぽらしい商品・サービスを提供してまいりたいと考えておりま

す。

 多くのお客さまへ充実した保障をご提供できるよう、引き続き保険サービスの開

発を進めてまいります。

 13ページをご覧ください。
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 本年10月には、満期後の保障継続ニーズにお応えする契約更新制度の取扱い
を開始し、加えて、普通定期保険、特別養老保険、5倍型終身保険などの商品改
定を実施いたしました。

 来年4月にも商品の改定を予定しており、今後も継続して新たな商品の開発を行
い、迅速にお客さまに提供していきたいと考えております。

 14ページをご覧ください。
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 CX/DXに関する取り組みについて、ご説明いたします。
 当社は、請求手続きの簡素化や、カスタマーセンターによる新規契約申込時のオ

ンライン同席を開始するなど、DXを推進しながら、CXを最優先とするビジネスモ
デルへの転換を進めております。

 あわせて、業務効率化を進め、2025年度までの中期経営計画期間において、
バックオフィス業務を半減することで、人的資本を効率的に活かしてまいります。

 なお、業務効率化により生じた人的資本については、お客さまサポート業務へ再

配置することで、お客さまサービスの充実、お客さま満足度の向上、お客さま基盤

の拡大につなげてまいります。

 15ページをご覧ください。
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 当社は、超高齢社会における相続・終活等に関する社会課題を解決するため、

お客さまの生活に寄り添う新サービスの検討を開始しております。

 新サービスの提供により、お客さまからの信頼を拡大し、保険ビジネスの成長に

つなげてまいります。

 16ページをご覧ください。
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 当社では、新サービスの創出に当たり、社内ベンチャー制度やAcceleration
Programを推進しており、現在社内において、案件の実現可能性の検証等を
行っております。

 また、本年10月27日から、終活・相続サービスの一環として、株式会社ファミトラ
と提携した「家族信託サービス」の提供を開始いたしました。

 17ページをご覧ください。
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 ここでは、保有契約の推移をお示ししております。

 ただ今ご説明した戦略に全社を挙げて取り組んでいくことにより、新契約の増加

と消滅契約の抑制につなげ、中計最終年度の2025年度に保有契約2,000万件
以上を目標に掲げ、持続可能な事業基盤を構築してまいります。

 以上で私からの説明を終わり、続けて専務執行役の立花からご説明いたします。
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 専務執行役の立花でございます。

 ここからは、資産運用についてご説明いたします。

 19ページをご覧ください。
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 左の表は、収益追求資産の残高、および、総資産に占める割合をお示ししており

ます。

 当社は、ALMを基本としつつ、リスク許容度の範囲で、株式・外国債券など収益
追求資産への投資を拡大しております。

 2022年9月末の株式・外国債券などの収益追求資産の残高は約10.5兆円、総資
産比で16.3％となりました。

 その結果、2023年3月期中間決算では、1.90%の利子利回りを達成し、604億円
の順ざやを確保いたしました。

 なお、134億円の為替に係るヘッジコストと721億円のキャピタル損が発生してお
りますが、これらに対しては価格変動準備金の取り崩しにより中立化しておりま

す。

 20ページをご覧ください。
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 足元の運用状況を右の表でお示ししております。

 海外金利とヘッジコストの上昇を踏まえ、ヘッジ外債の残高を削減し、円金利資

産へのシフトを段階的に実施しております。

 21ページをご覧ください。
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 オルタナティブ投資については、リスク許容量と投資機会に応じて段階的に残高

を積み上げる方針を継続しております。

 また、本年6月に三井物産と業務・資本提携を結び、10月に両社の協業を目的と
して設立された新会社への資本参加を行いました。

 この業務・資本提携を契機として、三井物産との間で、更なる協業戦略について

も積極的に協議し、新たな投資機会の創出に務めてまいります。

 22ページをご覧ください。

21



 当社は、「Well-being向上」、「地域と社会の発展」、「環境保護への貢献」を重点
取組テーマとした、ESG投資を推進しております。

 引き続き、ESGインテグレーション・エンゲージメントの高度化に取り組むとともに、
運用ポートフォリオにおけるGHG排出量削減目標（2050年ネットゼロ）達成に向
けた取組み等気候変動への対応や、ESG投資関連イニシアチブへの賛同・加盟
を通じた情報収集や発信を行ってまいります。また、社会課題の解決に向けたイ

ンパクト創出を意図する投融資にも、積極的に取り組んでまいります。

 以上で、私からの説明を終わります。

 23ページをご覧ください。
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 常務執行役の大西でございます。

 ここからは、業績および株主還元についてご説明いたします。

 24ページをご覧ください。
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 2023年3月期中間決算の当期純利益については、順ざやが計画を上回り、経費
が計画を下回ったことから連結業績予想比68%の進捗となりました。

 経常利益については、市場環境の変化に伴うキャピタル損の増加により、21.6%
の進捗となりましたが、価格変動準備金の取り崩しにより当期純利益への影響を

相殺しております。

 なお、現時点で業績予想の修正はございません。今後、業績予想の修正が必要

になった場合には、速やかにお知らせいたします。

 25ページをご覧ください。
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 ここでは、当期純利益の推移について、ご説明いたします。

 2023年3月期の当期純利益は、新しいかんぽ営業体制への移行に伴い、事
業費の増加などが見込まれることから、710億円となると予想しております。

 新体制構築に伴う支出が先行するものの、質を伴った営業推進の定着など

の経営改善に取り組むことで、中期経営計画最終年度では目標としている

910億円の達成を目指しております。
 26ページをご覧ください。
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 ここでは、ESRの状況をグラフでお示ししております。
 2022年9月末のESRは、国内金利および海外金利の上昇などの市場環境の

変化により、資本量と統合リスク量が共に低下したことから、2022年3月末から
ほぼ横ばいの168%となりました。

 27ページをご覧ください。
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 ERM・資本政策についてご説明いたします。
 当社は2025年の新資本規制導入を見据え、ESRの中長期的な安定を目指して

おります。

 中期経営計画の着実な実行による資本量の増加と様々なリスクコントロール手

段を講じることにより、資本・リスクの両面で対応してまいります。

 28ページをご覧ください。
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 最後に株主還元方針についてご説明いたします。

 これまでに公表した株主還元方針について変更はなく、1株当たり配当について
も92円とする当初の予想から変更ございません。

 本年8月に、2022年3月期における株主還元として350億円を上限とする自己株
式の取得を決定し、2022年3月期の総還元性向は45%程度を想定しております。

 この自己株式の取得のスキームについて、次のページでご説明いたします。

 29ページをご覧ください。
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 自己株式の取得に当たっては、引き続き、日本郵政による当社株式の議決権比

率を２分の１以下に維持するため、一般株主と日本郵政からほぼ同数の取得と

なるように実施しております。

 本年8月に決定した自己株式の取得については、立会外取引により日本郵政か
らの買付を終了し、現在、立会市場における取引による一般株主から買付を進

めております。

 今後も、当社は、株主に対する利益の還元を、経営上重要な施策の一つとして

位置づけ、経営の健全性を確保しつつ、安定的な株主への利益還元を行ってま

いります。

 以上で、私からの説明を終わります。

 ご清聴いただき、ありがとうございました。
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